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刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
形
式
的
挙
証
責
任
の
意
義

吉

村

徳

重

一
問
ゼ
の
諮
在

三
　
形
式
的
挙
証
責
任
の
法
的
意
味

二
　
形
式
的
挙
証
責
任
の
概
念

四
　
形
式
的
挙
証
責
任
は
義
務
か
負
担
か

　
　
　
　
．
　
　
　
一
　
問
題
の
所
在

　
　
刑
事
訴
訟
法
に
潔
い
て
当
事
者
主
義
が
強
調
さ
れ
る
と
共
に
、
証
拠
訓
の
分
野
で
も
、
単
に
実
体
的
挙
証
責
任
の
み
で
な
く
、
形
式
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
挙
証
責
任
の
概
念
が
問
題
に
さ
れ
ろ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
実
体
的
挙
証
責
任
の
法
則
は
、
審
理
を
尽
く
し
て
も
な
お
、
華
実
の
存
否
が
不
明
の
場
合
を
解
決
す
い
・
○
。
　
ぢ
傷
。
び
δ
鷲
。
冨
。
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
則
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
を
以
て
審
現
を
尽
く
し
た
と
し
、
い
か
な
る
状
態
の
下
に
事
案
が
判
決
に
熟
す
べ
く
凝
固
し
た
と
す
る

　
か
は
、
訴
訟
の
追
行
過
程
で
、
挙
証
活
動
の
主
導
性
を
裁
判
所
と
当
事
者
の
い
す
れ
に
委
ね
る
か
に
左
右
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
こ
こ
に
、
現
行
法
上
、
形
式
的
挙
証
責
任
が
特
に
問
題
と
さ
れ
る
根
拠
が
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
形
式
．
的
挙
証
責
任
の
内
容
お
よ
び
訴
訟
法
上
の
意
義
に
つ
い
て
、
な
お
一
致
し
た
見
解
が
な
い
。
そ
れ
は
、
プ
般
に
云
わ
れ

　
　
る
よ
う
に
単
に
「
負
担
」
の
概
念
に
尽
き
る
も
の
か
。
あ
る
い
は
「
義
務
」
と
し
て
の
要
害
も
持
つ
の
か
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
概
点
の

説　
下
に
、
形
式
的
挙
証
責
任
の
内
容
乏
、
そ
の
訴
訟
法
上
の
意
義
を
確
定
す
る
こ
乏
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
行
刑
訴
法
の
証

論　
拠
調
に
お
け
る
当
年
者
主
義
込
職
権
主
義
と
の
調
和
点
を
求
め
る
と
共
に
、
法
律
状
態
説
と
沙
律
関
係
説
に
よ
っ
て
争
わ
れ
て
来
た
訴
訟
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の
本
質
に
つ
き
、
な
ん
ら
か
の
解
決
の
緒
口
を
握
み
た
い
き
考
え
た
の
で
あ
る
。

説　
　
　
（
一
）
　
形
式
的
挙
証
責
任
の
用
語
は
、
小
野
、
井
上
、
平
場
、
平
野
、
青
柳
の
諸
教
授
が
用
い
ら
れ
る
。

論　
　
　
（
二
）
＜
ひ
q
一
し
d
⑦
嵩
昌
ひ
q
曽
国
虫
。
げ
ω
ω
窪
鋒
嘆
o
N
o
ω
興
①
o
げ
戸
お
N
c
。
曽
ω
ω
●
N
ω
c
。
＼
⑩
鴇
ω
N
g
N
P
も
つ
と
も
、
葺
山
⊆
夏
。
箕
O
器
O
を
以
て
、
当
事
者

　
　
　
　
　
の
実
体
的
挙
証
責
任
と
は
別
個
の
概
念
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
　
ぐ
σ
q
憎
缶
．
国
Φ
昌
閃
o
r
ω
霞
融
く
Φ
ほ
①
耳
Φ
⇒
ω
器
。
警
固
お
q
ω
・
ω
ω
●
ω
⑩
く
N
刷

　
　
　
　
　
国
●
6
0
0
ゴ
§
律
暢
い
Φ
ゲ
「
犀
○
ヨ
ヨ
O
p
富
ぴ
一
●
お
㎝
ざ
ω
ω
’
3
ω
＼
9
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二
　
形
式
的
挙
証
責
任
の
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
一
　
従
来
、
職
権
主
義
の
支
配
す
る
刑
專
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
形
式
的
挙
証
責
任
は
存
在
し
な
い
店
考
え
ら
れ
て
い
た
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

八
八
三
年
掛
初
め
て
実
体
的
挙
証
責
任
と
形
式
的
挙
証
責
任
の
概
念
を
区
別
し
て
用
い
た
と
い
わ
れ
る
グ
ラ
雪
起
ル
に
よ
れ
ば
、
　
「
形
式

的
挙
証
責
任
は
、
　
一
当
事
者
が
そ
の
請
求
の
原
因
と
な
る
事
実
の
立
証
に
必
要
な
証
拠
を
提
翻
し
な
い
揚
煮
、
あ
る
い
は
、
提
出
し
て

も
、
一
定
の
厳
格
な
申
立
に
よ
ら
な
い
た
め
に
裁
判
所
が
こ
れ
を
利
用
で
き
な
い
蜴
合
に
、
そ
の
請
求
を
喪
う
当
專
者
に
あ
る
。
」
し
た

　
　
ゆ

が
っ
て
、
こ
れ
は
弁
論
主
義
お
よ
び
証
拠
申
立
の
厳
格
な
方
式
が
規
定
さ
れ
て
い
る
民
訴
法
に
つ
い
て
の
み
考
え
う
る
こ
と
で
、
職
権
主

義
の
支
配
す
る
刑
訴
法
で
は
成
立
し
な
い
。
け
だ
し
、
そ
こ
で
は
裁
判
所
が
積
極
的
に
証
拠
調
を
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
提
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
証
拠
に
は
何
ら
制
限
さ
れ
な
い
か
ち
で
あ
る
。
こ
の
形
式
的
挙
証
責
任
は
グ
ラ
ー
ゼ
ル
の
区
別
ま
で
ぼ
唯
一
の
挙
証
責
任
概
念
で
あ
っ

　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

た
。
そ
こ
で
は
常
に
、
誰
が
立
証
す
べ
き
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
故
、
自
己
の
主
張
に
対
す
る
証
拠
を
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
す
べ
き
当
事
者
の
「
法
的
な
必
要
性
」
が
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
生
す
る
当
事
者
の
行
為
義
務
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
挙
証
責
任
の

こ
の
よ
う
な
定
義
づ
け
（
挙
証
責
任
1
1
形
式
的
挙
証
責
任
）
は
、
明
ら
か
に
、
挙
証
責
任
の
分
配
が
事
実
認
定
の
過
程
の
中
で
問
題
に
な
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

つ
た
ド
ィ
ッ
並
日
通
法
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
証
拠
分
離
主
義
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。



曇ム．

副田 説

普
通
法
髪
い
て
は
・
肇
序
列
主
穿
下
・
そ
の
華
防
禦
方
法
の
提
出
に
つ
高
時
却
望
蒙
採
用
さ
れ
る
勉
舞
手
続
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

事
実
弁
論
手
続
と
立
証
手
続
の
二
つ
の
段
階
に
大
別
さ
れ
た
。
事
実
弁
論
の
結
果
、
事
実
の
証
明
が
必
要
に
な
る
と
中
越
証
拠
判
決
が
な

さ
れ
た
。
こ
こ
で
獄
、
積
極
的
に
、
立
証
主
題
と
当
事
者
の
挙
証
義
務
と
が
定
め
ら
れ
、
各
事
実
に
つ
い
て
、
そ
の
立
証
が
一
方
当
事
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
一
）

み
に
向
け
ら
れ
た
義
務
の
形
で
示
さ
れ
た
。
か
く
て
、
原
告
が
起
訴
事
実
の
立
証
に
失
敗
す
れ
ば
免
訴
（
〉
げ
ω
。
葺
δ
づ
）
の
判
決
が
さ
れ
、

逆
に
、
被
告
が
抗
弁
事
実
を
立
証
で
き
な
い
と
有
責
判
決
（
O
O
口
Ω
①
b
P
づ
⇔
什
一
〇
昌
）
を
受
け
た
。
共
に
立
証
の
不
成
功
に
課
さ
れ
る
不
利
益
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
「
）

あ
り
、
一
方
当
事
者
の
み
が
挙
証
責
任
を
負
う
適
合
に
だ
け
考
え
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夫
々
の
主
張
事
実
の
立
証
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

成
功
し
て
も
、
相
手
方
に
は
な
お
反
証
が
留
保
さ
れ
て
い
た
。

　
　
（
一
）
　
現
行
ド
イ
ツ
刑
訴
法
お
よ
び
わ
が
旧
刑
訴
法
の
下
で
の
多
数
の
見
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ト
O
富
ω
Φ
び
¢
①
巳
σ
偉
。
貫
一
”
一
。
。
c
。
曾
ω
・
ω
望
旧

　
　
　
　
》
●
〈
o
昌
囚
ユ
Φ
9
い
①
げ
「
ぴ
⊆
o
び
・
一
。
。
⑩
N
》
ω
・
ω
至
旧
国
●
¢
一
三
四
昌
P
　
い
。
び
H
ぴ
二
〇
互
　
一
〇
。
⑩
ω
”
ω
●
ω
ω
N
旧
O
●
N
広
U
o
ず
昌
帥
》
ω
『
9
甘
目
o
N
o
ω
ω
1

　
　
　
　
話
。
げ
け
。
。
》
お
D
9
ω
．
⑩
c
o
旧
切
Φ
一
言
σ
q
”
p
p
。
．
○
●
ω
●
N
c
o
一
引
国
・
国
①
畦
P
ω
窪
①
出
く
①
鳳
9
ず
円
①
昌
ω
話
。
げ
鵠
り
お
α
一
”
G
o
・
α
ω
…
国
①
昌
評
①
ご
p
p
O
・
ω
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ぬ

　
　
　
　
ω
⑩
N
哨
国
●
℃
①
8
『
ω
》
ω
茸
①
な
N
o
N
Φ
ω
P
お
α
ド
ω
ω
．
壁
O
こ
旧
国
・
ω
o
ゴ
ヨ
置
戸
①
．
P
O
●
Q
o
●
一
㎝
ω
（
以
下
、
著
者
名
の
み
引
用
）
Q

　
　
　
　
　
わ
が
旧
刑
訴
法
上
は
特
に
形
式
的
挙
証
責
任
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
い
な
い
が
　
当
時
の
挙
証
責
任
は
こ
の
概
念
を
指
し
て
い
た
。
こ
れ
を
否

　
　
　
　
定
す
る
学
者
に
、
平
沼
「
新
刑
事
訴
訟
法
要
論
」
三
四
二
頁
以
下
、
　
富
田
「
刑
事
訴
訟
法
要
論
」
上
、
六
六
九
一
七
六
頁
、
　
林
「
刑
事
訴
訟
法

　
　
　
　
論
」
大
一
〇
、
二
九
五
頁
、
牧
野
「
重
訂
刑
事
訴
訟
法
全
」
昭
七
、
三
四
二
頁
、
小
野
「
講
義
」
全
異
版
三
八
ニ
ー
・
三
頁
。

　
　
　
　
　
こ
の
他
、
同
様
の
挙
証
責
任
の
概
念
が
裁
判
所
に
あ
り
と
す
る
も
の
に
、
ゆ
言
象
昌
σ
Q
響
U
冨
Z
o
H
日
①
戸
一
H
N
曽
亜
9
ω
●
蒔
0
こ
し
d
一
昏
ヨ
ー

　
　
　
　
9
鴇
ひ
U
①
暮
ω
o
『
o
の
ω
葺
四
な
『
o
N
o
ω
ω
冨
。
簿
剛
お
N
c
。
讐
ω
●
c
◎
㎝
い
豊
島
　
岡
田
、
平
井
、
清
水
、
裁
判
所
と
検
察
官
に
あ
り
と
す
る
も
の
に

　
　
　
　
宮
本
、
板
倉
の
諸
博
士
が
あ
る
。
わ
が
旧
刑
訴
法
の
下
で
、
実
体
的
挙
証
責
任
を
考
え
た
の
は
団
藤
教
授
の
み
で
あ
っ
た
。

　
　
（
二
）
　
い
●
肉
。
ω
Φ
語
げ
。
『
σ
q
嘘
U
一
〇
切
①
毛
。
一
巴
四
。
D
窒
”
お
㎝
①
●
ψ
　
一
。
。

　
　
（
一
一
一
）
　
O
冨
ω
Φ
5
ω
雲
ω
①
舟
　
グ
ラ
ー
ゼ
ル
は
挙
証
責
任
に
つ
、
い
て
三
つ
の
概
念
を
区
別
し
て
い
る
。
実
体
的
挙
証
責
任
と
形
式
的
挙
証
責
任
お
よ
び
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説

　
　
事
実
上
の
挙
証
責
任
（
h
餌
パ
け
圃
ω
O
げ
①
H
W
Φ
ぐ
『
Φ
凶
ω
一
三
ω
け
）
で
あ
．
る
。
こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
、
挙
証
の
必
要
と
形
式
的
挙
証
責
任
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
三
つ
の
区
別
は
、
そ
の
後
の
刑
訴
学
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ク
リ
ー
ス
、
ウ
ル
マ
ン
、
ド
ー
ナ
、
ベ
ー
リ
ン
グ
な
ど
は
、
用
語
の
差

　
　
は
あ
っ
て
も
、
い
つ
れ
も
こ
の
三
つ
の
概
念
を
用
い
て
い
る
。

（
四
）
　
O
訂
ω
⑦
お
困
げ
箆
旧
ω
0
9
岱
。
げ
．
d
一
葦
餌
昌
P
Q
D
．
ω
ω
N
引
く
●
内
ユ
①
9
ω
．
ω
丑
二
）
o
げ
づ
僧
ω
一
の
c
o
・

（
五
）
　
園
○
ω
Φ
ヨ
σ
興
α
q
｝
ω
ω
．
一
。
。
＼
O
・
　
誰
が
立
証
す
べ
き
か
の
問
題
と
し
て
、
　
主
観
的
挙
証
発
馬
と
も
呼
ば
れ
、
又
、
訴
訟
的
挙
証
責
任
と
も
呼
ば
れ

　
　
る
。
（
＜
σ
q
ド
し
d
①
O
貯
メ
U
δ
ゆ
①
≦
巴
ω
訂
ω
什
・
一
c
o
q
⊃
⑩
”
ω
G
o
・
’
c
o
こ
D
）

（
六
）
　
＜
ぴ
q
ピ
園
。
ω
①
ヨ
ぴ
巽
α
q
M
6
っ
●
お
’
　
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
に
よ
れ
ば
、
当
時
最
も
多
く
引
用
さ
れ
、
最
も
多
く
影
響
を
与
え
た
挙
証
責
任
の
定
義
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
　
》
9
U
●
≦
①
げ
。
び
、
。
d
び
①
桟
く
Φ
『
げ
ぎ
畠
＝
o
ゲ
閃
①
詳
N
自
し
d
Φ
窯
①
一
ω
含
げ
起
算
ゆ
q
一
旨
N
勺
．
、
、
（
一
。
。
O
鉢
）
と
い
う
用
語
で
あ
っ
た
。
当
事
者
の
行
為
義
務

　
　
と
考
え
て
い
た
点
に
つ
き
、
　
＜
α
q
ピ
≦
．
①
冒
①
拝
ω
団
ω
8
ヨ
◎
①
ω
O
a
Φ
簿
一
一
〇
げ
①
昌
Ω
＜
障
嘆
O
O
①
ω
ω
・
。
”
一
c
o
N
c
o
．
ω
の
一
鳶
律
こ

（
七
）
　
菊
○
ω
⑦
日
び
Φ
目
α
q
り
㊥
・
お
甲
く
σ
q
一
・
毫
㊦
言
巴
一
一
餌
』
．
○
・
ω
●
Φ
ω
N
｛
歴

（
八
）
　
＜
α
q
「
芝
。
賞
①
芦
①
聾
O
．
6
っ
ω
’
⑩
ω
N
＼
c
。
”
導
く
α
N
●
法
定
序
．
列
主
義
（
℃
「
言
N
首
匹
①
『
園
①
畔
Φ
昌
。
お
Φ
）
は
、
訴
訟
行
為
が
前
後
に
条
件
関
係

　
　
に
立
っ
て
進
展
す
る
原
則
で
あ
る
が
（
ω
ω
．
⑩
ω
ミ
。
。
）
、
大
き
く
法
定
手
続
（
毛
o
D
）
と
審
理
手
続
（
急
雨
。
言
忌
）
に
分
れ
た
。
　
前
者
は
い
三
ω

　
　
O
O
旨
Φ
ω
欝
鉱
8
に
よ
り
行
わ
れ
、
後
者
は
前
者
に
お
い
て
争
と
し
て
麟
成
さ
れ
た
権
利
に
つ
き
判
決
を
可
能
に
す
る
段
階
で
あ
っ
た
。

（
九
）
　
ぐ
σ
q
一
●
≦
Φ
訂
Φ
拝
P
p
。
．
○
●
ω
6
っ
・
⑩
①
ミ
奪
り
⑩
ω
c
。
こ
0
．
だ
が
、
即
発
手
続
に
お
い
て
は
、
初
め
順
次
提
出
主
義
が
と
ら
れ
て
い
た
。
先
ず
原
告

　
　
が
起
訴
事
実
を
主
張
し
、
こ
れ
が
否
認
さ
れ
る
と
直
ち
に
立
証
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
証
が
成
功
．
し
て
初
め
て
、
被
告
は
抗
．
弁
を
主
張
し
、

　
　
こ
れ
を
立
証
．
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
「
同
様
に
し
て
再
抗
弁
、
再
々
抗
弁
が
続
い
た
（
＜
α
q
一
．
一
σ
凱
》
ω
ω
・
⑩
鉢
c
D
＼
c
。
・
、
“
っ
鳶
＼
ω
）
。
こ
こ
で
は
、

　
　
夫
々
の
段
階
で
一
方
当
事
者
の
み
が
挙
証
責
任
を
負
い
、
こ
れ
が
不
成
功
で
あ
れ
ば
、
直
ち
に
不
利
な
終
局
判
決
が
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
の
後

　
　
同
時
提
出
主
義
が
、
訴
訟
遅
延
を
防
ぐ
た
め
に
採
用
さ
れ
た
が
、
相
互
に
条
件
関
係
に
あ
る
事
実
（
例
、
否
認
と
抗
弁
）
が
予
備
的
、
条
件
的
に

　
　
（
言
位
①
ヨ
①
＜
①
算
§
一
男
〇
一
σ
q
o
）
、
同
一
期
間
内
に
提
出
す
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
提
出
さ
れ
ね
ば
失
権
と
い
う
効
果
が
付
さ
れ
た
。
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yIliu

　
　
　
　
国
く
①
暮
§
一
旨
蝉
二
日
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
（
一
〇
）
　
＜
α
q
ド
≦
①
訂
Φ
一
一
鴨
9
・
⇔
．
O
・
o
り
ω
・
O
①
N
＼
c
。
響
①
望
祐
●
こ
れ
は
古
代
ド
イ
ソ
訴
訟
手
続
に
み
ら
れ
た
も
の
に
起
源
を
発
す
る
。
第
一
の
事
実
弁

　
　
　
　
論
手
続
で
は
証
拠
方
法
の
提
出
は
で
き
ず
、
第
二
の
立
証
手
続
で
は
新
し
い
主
張
は
出
せ
な
い
。
こ
の
事
実
弁
論
の
段
階
は
、
関
連
事
実
が
証
明

　
　
　
　
の
必
要
な
く
解
決
さ
れ
た
と
す
る
終
局
判
決
か
、
　
又
は
、
　
中
間
証
拠
判
決
（
b
d
①
薯
①
一
ω
一
づ
け
①
『
一
〇
貯
口
け
①
）
に
よ
っ
て
、
外
部
的
に
終
結
し
て
い

　
　
　
　
た
（
～
M
σ
Q
一
・
　
H
σ
一
住
》
　
ω
●
　
の
刈
切
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
（
＝
）
　
＜
α
q
一
．
≦
①
訂
①
F
9
・
o
●
O
●
ω
ω
●
q
っ
図
ミ
7
段
階
を
異
に
す
る
事
実
（
起
訴
事
実
と
抗
弁
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
挙
証
義
務
も
予
備
的

　
　
　
　
に
課
さ
れ
た
。
証
拠
の
提
出
も
同
様
に
予
備
的
に
な
さ
れ
て
い
た
（
＜
隔
四
一
●
　
H
び
一
α
・
　
m
一
●
の
＃
④
）
。
し
た
が
っ
て
、
挙
証
責
任
に
つ
い
て
は
、
順
次
提

　
　
　
　
出
主
義
と
の
間
に
本
質
的
な
差
異
は
な
い
と
云
え
る
。
た
だ
、
形
式
を
異
に
し
た
だ
け
で
あ
る
。

　
　
（
一
二
）
　
＜
σ
q
一
・
ミ
①
審
①
一
r
P
9
・
O
◎
ω
ω
●
の
刈
9
ミ
①
＼
国
な
お
、
証
拠
手
続
が
、
証
拠
申
立
お
よ
び
証
拠
方
法
の
提
出
、
取
調
の
段
階
に
分
れ
て
い

　
　
　
　
る
こ
と
に
つ
き
、
　
＜
α
q
ピ
ぎ
芦
ω
ω
・
畏
①
＼
ω
P
O
N
c
◎
＼
ρ

　
　
（
一
三
）
　
＜
α
q
一
．
零
⑦
冒
①
罫
四
．
押
O
・
ψ
ミ
N
堕
こ
の
反
証
は
抗
弁
証
拠
と
同
時
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
、
主
張
事
実
の
立
証
（
本
証
）

　
　
　
　
が
成
功
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
予
備
的
に
問
題
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
二
　
こ
の
普
通
法
の
民
事
訴
訟
手
続
は
、
　
一
九
世
紀
末
、
現
行
の
民
訴
注
に
よ
っ
て
根
本
的
改
変
を
見
た
。
証
拠
分
離
主
義
は
証
拠
結

合
主
義
に
、
同
時
提
出
主
義
は
随
時
提
出
主
義
に
変
っ
た
。
普
通
法
の
中
闇
証
拠
判
決
お
よ
び
そ
の
羅
東
力
も
廃
棄
さ
れ
た
。
そ
の
結
果

弁
論
と
証
拠
調
は
、
段
階
的
に
区
別
さ
れ
す
、
結
合
し
て
行
わ
れ
、
判
決
は
、
　
「
弁
論
の
全
趣
旨
を
斜
酌
し
て
」
下
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

一
般
に
挙
証
責
任
の
な
い
当
嘉
者
の
主
張
や
証
拠
の
申
立
も
斜
酌
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
証
拠
共
通
の
原
則
）
、
そ
の
た
め
、
裁
判
官
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

証
事
実
に
対
す
る
確
信
の
裏
付
け
を
作
り
出
す
こ
と
は
、
最
早
挙
証
責
任
を
負
う
当
事
者
の
専
有
の
任
務
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
訴
訟
手
続
の
下
で
も
、
な
お
、
普
通
法
に
お
け
る
よ
う
な
挙
証
責
任
の
概
念
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
民
訴
法
の
学
説
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

統
一
法
典
成
立
後
も
挙
証
責
任
1
1
形
式
的
挙
証
責
任
の
定
式
化
を
永
く
維
持
し
た
。
し
か
し
、
先
ず
、
刑
訴
に
お
い
て
実
体
的
挙
証
責
任
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百田 説

の
概
念
が
現
わ
れ
る
と
、
挙
証
責
任
を
、
立
証
過
程
か
ら
切
り
離
し
て
、
要
証
事
実
が
結
局
証
朋
さ
れ
す
、
存
否
不
明
と
な
っ
た
場
合
の

判
断
規
準
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
事
実
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
結
果
で
あ
ゆ
、
こ
れ
は
何
ら
挙
証
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
負
う
当
事
者
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
ろ
巡
錫
で
は
形
式
的
挙
証
責
任
の
概
念
は
不
要
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
説
の
多
く
は
挙
証
責
任
の
、
呼
応
的
把
握
を

否
定
し
た
。
事
実
、
実
休
的
挙
証
責
任
か
ら
当
事
者
の
立
証
す
る
利
益
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
行
為
に
対
す
る
推
進
力
も
生
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ば
何
ち
別
の
法
規
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
的
効
果
に
は
影
響
し
な
い
単
な
る
事
実
上
の
判
断
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
の

　
　
　
　
　

で
あ
る
。

　
だ
が
、
・
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
見
解
は
「
節
水
さ
共
に
児
を
捨
て
る
」
に
等
し
い
。
そ
れ
は
単
な
る
事
実
上
の
結
果
で

あ
り
、
た
だ
当
專
者
に
鋤
め
ら
れ
る
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
更
に
、
法
律
自
休
が
、
必
要
な
主
張
の
申
立
誰
そ
の
た
め
の
証
拠
の

提
出
と
を
以
て
、
当
事
者
の
法
律
上
の
任
務
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
裁
判
所
は
当
事
者
に
対
し
、
そ
の
個
有
の
活
動
に
よ
っ
て
立
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
、
、
へ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。

　
　
（
一
）
　
ド
イ
ソ
現
行
民
訴
法
は
、
一
八
七
八
年
に
、
刑
訴
法
な
ど
と
共
に
統
一
司
法
法
と
し
て
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
運
動
の
経
過
に
つ
き
、
中
田
。

　
　
　
　
斉
藤
［
独
逸
民
事
訴
訟
法
」
〔
1
〕
一
－
一
八
頁
参
照
。

　
　
（
二
）
　
口
。
ω
①
ヨ
び
①
N
堕
ω
ω
●
N
O
＼
N
一
●

　
　
（
三
）
　
た
と
え
ば
、
ω
0
9
一
訂
①
昌
馨
ω
一
P
臼
≦
お
一
N
ω
●
お
9
2
0
8
N
N
旧
な
お
、
主
観
的
に
把
握
す
る
が
、
こ
れ
を
事
実
上
の
必
要
と
す
る
も
の

　
　
　
　
に
、
た
と
え
ば
、
　
閃
律
昌
昌
σ
q
”
O
霊
昌
α
貯
σ
q
o
コ
山
①
乱
切
①
ミ
息
ω
冨
ω
θ
噛
N
N
℃
δ
噸
ω
ω
●
」
P
①
N
旧
し
d
①
け
N
言
σ
q
①
5
U
済
し
d
①
ミ
①
一
巴
口
曾
。
。
噂
お
一
9
ω
．

　
　
　
　
一
…
囚
δ
O
貫
　
N
N
℃
・
ω
P
　
ω
●
㎝
ω
轟
●

　
　
（
四
）
　
＜
σ
q
一
．
ピ
⑦
o
昌
げ
霞
P
U
δ
し
d
Φ
≦
似
ω
一
四
ω
け
汐
お
N
g
o
。
o
D
●
樽
ミ
ω
①
…
ω
o
碧
。
ゴ
．
㌍
o
自
著
き
P
N
ξ
い
①
ぼ
Φ
＜
§
自
①
円
b
d
①
≦
似
ω
冨
ω
什
”
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．

　
　
＞
h
o
ゴ
塩
湖
円
①
×
ω
Q
Q
●
ω
ω
・
①
o
o
噂
c
o
N
…
国
。
「
ω
o
戸
　
U
δ
　
》
昌
≦
Φ
昌
鎚
ロ
昌
o
q
◎
㊦
「
　
一
W
①
≦
包
ω
冨
の
賃
①
σ
q
巴
P
　
お
ゴ
u
ω
ω
・
一
P
N
く
ω
N
甲
く
『
①
ゴ
嵩
噛

　
　
し
d
①
≦
①
一
ω
冨
ω
ゴ
一
。
。
q
⊃
9
ω
．
一
h
h
こ
　
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
挙
証
責
任
の
本
質
が
専
ら
客
観
的
な
面
、
即
ち
不
確
証
の
結
果
に
あ
る
と
す
る
の

　
　
は
、
今
日
で
は
支
配
的
な
見
解
で
あ
る
（
い
①
○
昌
ゲ
①
『
鼻
　
ω
・
一
ω
N
）
。

（
五
）
　
の
9
N
●
U
d
・
ピ
Φ
o
昌
ず
9
。
畦
P
ω
ω
●
お
く
ド
　
そ
の
他
、
前
註
引
用
文
献
も
同
旨
。
　
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
挙
証
責
任
の
概
念
と
は

　
　
全
く
別
の
挙
証
作
用
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
立
証
の
必
要
は
、
挙
証
責
任
か
ら
だ
け
で
な
く
、
既
に
立
証
が
な
さ
れ
、
相
手
方
が
反
証
を
要
す
る

　
　
こ
と
か
ら
も
生
ず
る
。

（
六
）
　
幻
。
ω
o
ヨ
ぴ
興
α
q
”
ω
Q
り
．
N
く
吋
ド
形
式
的
挙
証
責
任
を
以
て
、
単
な
る
事
実
上
の
概
念
で
は
な
く
、
法
律
上
の
概
念
と
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し

　
　
て
、
こ
の
裁
判
所
の
釈
明
義
務
以
外
に
も
、
多
く
の
実
定
法
上
の
根
拠
を
示
し
て
こ
れ
を
実
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
（
＜
σ
q
一
●
幻
。
ω
①
ヨ
げ
①
茜
一

　
　
Q
り
ω
・
曇
＼
N
ω
）
。

　
　
　
三
　
同
様
の
問
題
は
刑
事
訴
訟
法
に
も
み
ら
れ
る
。
わ
が
旧
刑
訴
法
お
よ
び
同
様
に
職
権
主
義
的
構
造
を
も
つ
ド
イ
ツ
刑
訴
法
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
）

　
　
形
式
的
挙
証
責
任
と
は
別
に
事
実
上
の
挙
証
の
必
要
を
考
え
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
の
な
す
べ
き
職
権
証
拠
調
が
、
た
ま
た
ま

　
　
解
怠
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
当
專
者
は
不
利
益
を
避
け
る
た
め
に
証
拠
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
叉
、
経
験
則
な
ど
に
よ
っ
て
立
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
…
）

　
　
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
被
告
人
は
反
証
に
よ
っ
て
反
駁
す
る
事
実
上
の
必
要
性
が
生
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
形
式
的
挙
証
責

　
　
任
は
法
的
な
必
要
性
で
あ
る
が
、
挙
証
の
必
要
は
何
ら
法
的
な
概
念
で
は
な
ぐ
事
実
上
の
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
云
え
る
。

　
　
　
ま
こ
ろ
が
、
英
米
法
の
影
響
の
下
に
当
事
者
主
義
的
構
造
を
と
っ
た
現
行
法
に
お
い
て
は
、
形
式
的
挙
証
責
任
ぱ
如
何
に
解
す
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
　
あ
ろ
う
か
。
学
説
は
何
ら
か
の
形
で
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
内
容
は
区
々
で
あ
る
が
、
形
式
的
挙
証
責
任
、
証
拠

　
　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

説　
　
提
出
責
任
、
あ
る
い
ぱ
単
に
挙
証
の
必
要
と
云
い
、
更
に
独
自
の
（
形
式
的
）
挙
証
責
任
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
ぱ
す

論　
　
べ
て
、
訴
訟
追
行
の
過
程
に
お
い
て
、
当
事
者
が
い
か
に
立
証
活
動
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
立
証
過
程
の
面
を
把
え
て
い
る
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●

論説
点
で
は
共
通
で
あ
る
。
そ
し
て
、
用
語
の
差
異
を
越
え
れ
ば
、
－
か
か
る
形
式
的
挙
証
責
任
の
概
念
は
、
単
に
当
事
者
の
挙
証
す
べ
き
事
実

上
の
必
要
性
だ
さ
す
る
か
、
あ
る
い
ぱ
、
　
こ
れ
に
何
ら
か
の
法
律
的
意
味
を
見
出
し
、
訴
訟
法
的
な
概
念
と
し
て
定
義
づ
け
よ
う
と
す

（
七
）る

か
の
二
つ
に
大
別
で
き
よ
う
．
勿
論
、
事
実
上
の
必
要
乏
し
て
幸
え
る
こ
と
は
、
訴
訟
実
務
の
上
か
ら
も
、
あ
る
い
は
訴
訟
の
本
質
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

か
ら
も
無
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し
、
更
に
こ
の
よ
う
な
形
式
的
挙
証
責
任
の
概
念
が
訴
訟
法
上
い
か
な
る
役
割
を
果
し
、
い
か
な
る
効

果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。

　
　
（
一
）
　
こ
の
よ
う
な
概
念
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
グ
ラ
ー
ゼ
ル
は
事
実
上
の
挙
証
責
任
（
ω
ω
●
ω
①
ミ
㎝
）
、
ウ
ル
マ
ン
お
よ
び
ク
リ
L
ス
は
挙
証
の
必

　
　
　
　
要
あ
る
い
は
挙
証
作
用
（
¢
一
諾
き
P
ω
ω
・
ω
ω
O
こ
旧
記
円
一
Φ
9
ω
●
ω
巽
）
、
　
ド
ー
ナ
は
（
所
謂
実
体
的
）
挙
証
責
任
（
ω
・
Φ
。
。
）
と
名
ず
け
て
い

　
　
　
　
る
。
ベ
ー
リ
ン
グ
も
「
実
際
上
は
原
告
は
本
証
を
配
慮
し
、
被
告
は
反
証
を
配
慮
す
る
」
と
云
っ
て
い
る
（
＜
α
q
ド
b
d
Φ
冒
昌
α
q
・
ω
Q
D
．
N
。
。
ミ
ω
）
。

　
　
（
二
）
前
馬
の
引
用
個
所
参
照
。
わ
が
旧
刑
訴
に
お
い
て
も
、
（
形
式
的
）
挙
証
責
任
と
区
別
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
上
の
必
要
が

　
　
　
　
考
え
ら
れ
て
い
た
（
た
と
え
ば
、
平
沼
、
三
四
二
頁
以
下
、
林
、
二
四
二
頁
以
下
、
小
野
、
　
一
六
五
一
九
頁
、
二
八
O
⊥
二
頁
な
ど
）
。

　
　
（
三
）
　
形
式
的
挙
証
責
任
と
す
る
者
。
　
小
野
、
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
、
一
三
九
頁
、
一
六
六
一
七
頁
、
　
同
、
新
刑
訴
に
お
け
る
証
拠
の
理
論
、
刑

　
　
　
　
雑
、
五
、
二
八
九
一
三
〇
頁
。
井
上
、
刑
事
訴
訟
法
、
一
三
八
－
四
〇
頁
。
　
平
場
、
改
訂
刑
事
訴
訟
法
、
一
四
八
1
五
二
頁
。
　
同
、
挙
証
責
任

　
　
　
　
（
演
習
）
三
九
〇
頁
。
平
野
、
刑
事
訴
訟
法
、
六
九
一
七
〇
頁
。
青
柳
、
挙
証
責
任
（
刑
事
法
講
座
）
一
一
八
五
一
九
頁
、
同
、
全
訂
通
論
、
二

　
　
　
　
〇
三
1
五
一
頁
。

　
　
（
四
）
　
英
米
法
の
影
響
に
よ
り
、
証
拠
提
出
責
任
と
す
る
者
。
斉
藤
、
「
事
実
認
定
論
」
一
七
一
二
〇
頁
、
六
一
！
三
頁
。
、
船
越
、
「
刑
事
裁
判
に
お
け

　
　
　
　
る
挙
証
責
任
⑳
研
究
」
（
昭
二
六
）
．
五
七
－
六
〇
頁
。

　
　
（
五
）
　
挙
証
の
必
要
と
し
て
、
挙
証
責
任
と
区
別
す
る
者
。
田
中
、
刑
訴
を
中
心
と
し
た
挙
証
責
任
に
つ
い
て
、
警
察
官
論
集
、
六
一
三
、
一
〇
1
六

　
　
　
　
頁
。
同
、
証
拠
法
、
六
Q
一
一
頁
。
勿
那
、
刑
事
法
に
お
け
る
挙
証
責
任
の
問
題
、
警
察
研
究
、
二
〇
一
二
、
一
六
1
・
二
七
頁
。
長
島
、
自
由
心

　
　
　
　
証
主
義
と
挙
証
責
任
の
諸
問
題
、
実
務
講
座
、
一
二
六
三
－
七
頁
。
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（
六
）
　
江
家
、
「
刑
事
証
拠
法
の
基
礎
理
論
」
一
六
1
・
二
一
頁
。

（
七
）
　
青
柳
調
査
官
は
、
検
察
官
の
訴
訟
法
上
の
義
務
と
し
て
、
審
理
不
尽
を
主
張
で
き
な
い
と
い
う
法
律
上
の
意
味
を
も
つ
形
式
的
挙
証
責
任
と
、

　
　
事
実
上
の
挙
証
の
必
要
に
分
け
ら
れ
る
（
前
掲
個
所
）
。
　
平
野
教
授
は
、
当
事
者
が
請
求
し
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
請
求
し
な
か
っ
た
証
拠
に
つ

　
　
い
て
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
取
り
調
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
事
実
誤
認
の
控
訴
理
由
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
限
り
で
、
当
事

　
　
者
に
法
律
的
な
形
式
的
挙
証
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
前
掲
個
所
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
形
式
的
挙
証
責
任
の
法
的
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

　
　
　
一
　
現
行
刑
專
訴
訟
法
は
、
　
そ
の
証
拠
調
の
手
続
を
検
察
官
の
立
証
段
階
注
被
告
入
の
立
証
段
階
と
に
分
け
て
い
る
（
規
則
一
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
条
）
。
　
し
か
し
、
こ
の
区
分
は
英
米
訴
訟
手
続
や
ド
イ
ツ
普
通
法
の
民
事
手
続
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
特
別
の
法
的
拘
束
力
を
与
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
い
な
い
。
こ
の
順
序
に
従
わ
な
い
で
随
時
必
要
な
証
拠
を
取
調
べ
る
こ
と
も
で
き
る
（
同
条
一
項
但
書
）
。
従
っ
て
ま
た
、
英
米
法
や
普

　
　
通
法
の
よ
う
に
夫
々
の
段
階
に
お
い
て
立
証
す
べ
き
当
事
者
が
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
す
に
、
立
証
に
失
敗
し
た
揚
合
に
、
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
　
利
な
判
決
が
そ
の
法
的
な
効
果
．
き
し
て
常
に
こ
れ
に
対
応
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
入
に
し
て
み
れ
ば
、
検
察
官
が
そ
の
起
訴
事
実
を
立
証
す
る
ま
で
は
、
何
も
し
な
く
と
も
良
い
。
検
察
官
の
立

　
　
証
段
階
が
す
ん
で
も
犯
罪
事
実
が
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
無
鼻
の
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
英
米
法
の
刑
事
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
に
よ
れ
ば
、
被
告
へ
は
事
件
を
陪
審
に
付
さ
す
に
、
裁
判
官
に
よ
う
無
罪
判
決
（
指
示
標
決
）
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
裁
判
所
の
無
罪
の
判
決
を
そ
の
義
務
と
考
え
て
い
ろ
の
に
対
し
、
わ
が
法
は
そ
の
権
能
と
す
る
に
過
ざ
な
い
と
い
え
る
。

説　
　
　
し
か
し
、
こ
こ
で
裁
判
所
の
職
権
証
拠
調
が
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
の
限
り
で
検
察
官
に
形
式
的
挙
証

論　
　
責
任
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
段
階
で
は
検
察
官
が
証
拠
を
提
出
し
て
証
拠
調
を
推
し
進
め
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
審
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論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
を
続
行
す
る
可
能
性
が
な
い
と
し
て
結
審
し
、
無
罪
の
判
決
を
下
し
う
ろ
の
で
あ
る
。
　
わ
れ
わ
れ
が
、
　
こ
れ
を
裁
判
所
の
審
理
不
尽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　

（
職
権
証
拠
調
義
務
違
反
）
と
な
し
え
な
い
の
は
、
ま
さ
に
、
検
察
官
に
証
拠
を
提
出
し
て
証
拠
調
を
続
行
す
べ
き
形
式
的
挙
証
責
任
が

　
　
　
　
　
　
　
　
じ

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
釈
明
権
を
行
使
し
て
、
検
察
官
の
立
証
を
促
す
べ
き
義
務
が
あ
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　

う
（
規
則
二
〇
八
条
参
照
）
。
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
心
証
を
外
部
に
示
す
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
形
式
的
挙
証
責
任
は
、
ど
の
程
度
の
立
証
で
果
さ
れ
た
と
さ
れ
よ
う
か
。
江
家
教
授
は
「
確
信
に
近
い
心
証
」
で
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
で
あ
り
、
あ
と
は
裁
判
所
が
「
確
信
」
に
至
る
ま
で
職
権
に
よ
っ
て
証
拠
調
を
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
平
野
教
授
は
コ
応
の
立

証
」
で
充
分
で
あ
り
、
次
い
で
、
被
告
人
が
そ
の
立
証
段
階
で
反
証
を
あ
げ
た
い
と
、
検
察
官
の
立
証
を
補
強
す
る
こ
と
に
な
り
、
検
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
コ
　
　

官
は
最
少
限
の
証
拠
で
被
告
へ
の
有
罪
を
立
証
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
　
コ
応
の
立
証
」
が
、
被
告
八
の
、
反
証

を
提
出
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
罪
の
確
信
に
な
る
と
す
る
の
は
、
た
と
え
、
　
「
事
実
上
の
影
響
」
が
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
律
上
、
妥
当
で
な
い
と
思
う
。
刑
訴
で
は
、
民
訴
の
よ
う
に
弁
論
の
全
趣
旨
を
判
決
に
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
し
く
は
、
検

察
官
の
立
証
に
よ
っ
て
犯
罪
事
実
に
つ
き
有
罪
の
確
信
が
生
じ
て
い
る
が
、
訴
訟
は
未
だ
終
結
せ
す
に
、
被
告
人
の
反
証
に
よ
っ
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

確
信
が
覆
さ
れ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
「
確
信
に
近
い
心
証
」
と
い
っ
て
も
、
具
体
的
に
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
へ

状
態
を
指
す
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
江
家
教
授
が
「
確
信
に
近
い
心
証
」
に
よ
っ
て
違
法
性
H
責
任
性
阻
却
事
由
の
不
存
在
に
つ

い
て
、
事
実
上
の
推
定
が
生
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
、
に
わ
か
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
こ
こ
ぱ
む
し
ろ
、
被
告
入
の
反
証
が
な
け
れ
ば

（
こ
れ
が
事
実
上
の
補
強
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
）
、
つ
ま
り
、
訴
訟
を
こ
こ
で
終
結
す
れ
ば
、
有
罪
事
実
に
つ
い
て
合
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
疑
を
容
れ
な
い
程
度
の
立
証
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
べ
き
だ
と
思
う
。

　
　
（
一
）
　
英
米
法
の
一
般
訴
訟
手
続
で
は
、
そ
の
証
拠
の
提
出
お
よ
び
証
拠
調
の
順
、
序
に
つ
い
て
、
第
一
に
原
告
の
立
証
段
階
、
次
い
で
被
告
の
立
証
段

　
　
　
階
と
い
う
法
的
な
序
列
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
　
o
剛
●
妻
お
ヨ
。
『
ρ
》
↓
容
鉾
δ
①
o
昌
島
⑦
》
昌
α
q
δ
》
8
興
凶
。
碧
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≡ム
商冊 説

　
　
ω
く
ω
け
。
】
β
o
h
国
く
一
α
o
づ
。
①
b
。
》
お
ω
P
　
ω
①
ρ
　
一
〇
〇
①
9
　
齢
c
o
①
9
　
一
c
o
刈
N
t
刈
①
W
≦
一
α
q
】
β
o
H
ρ
　
O
o
α
①
曽
菊
β
一
①
N
9
　
㈱
ゆ
・
　
ま
c
o
＼
刈
0
…
＜
諏
α
q
剛
昌
。
円
ρ

　
　
↓
①
答
げ
o
o
ぎ
b
b
●
鳶
。
。
＼
ω
一
●
な
お
、
刑
事
手
続
に
つ
い
て
も
、
　
o
剛
・
O
ほ
一
①
一
P
O
ユ
ヨ
ぎ
巴
℃
『
o
o
①
α
ξ
o
マ
。
日
》
巽
。
ω
け
8
＞
召
。
帥
一
・

　
　
お
ミ
”
”
b
・
鳶
。
。
＼
⑩
’
普
通
法
に
つ
い
て
は
、
二
・
一
註
（
九
）
参
照
。

（
二
）
　
英
米
法
で
は
、
そ
の
立
証
の
順
序
は
、
一
方
で
は
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
る
変
更
が
期
待
さ
れ
な
が
ら
、
非
常
に
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
規

　
　
則
違
反
の
理
由
で
州
最
高
裁
が
Z
①
毛
↓
ユ
p
。
一
を
命
じ
る
こ
と
が
多
い
（
o
魯
　
薯
頃
α
q
ヨ
。
「
ρ
↓
憎
＄
江
ω
ρ
ω
㊦
o
．
繭
。
。
雪
…
↓
0
4
び
o
o
ぎ
ロ
℃
■

　
　
鳶
。
。
お
）
。

　
　
　
な
お
、
「
証
拠
調
は
、
裁
判
の
進
行
に
従
い
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
つ
て
適
宜
に
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
判
例
と
し
て
、
　
東
高
判

　
　
昭
二
六
、
一
〇
、
二
〇
（
高
刑
特
一
－
一
三
、
二
〇
二
）
、
東
高
半
沢
二
六
、
一
二
、
八
（
高
刑
特
一
一
一
四
、
二
一
九
）
が
あ
る
。
　
し
か
し
、

　
　
規
則
が
定
め
て
い
る
以
上
、
原
則
と
し
て
こ
の
順
序
に
従
っ
て
証
拠
調
を
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
思
う
（
同
旨
、
長
谷
川
、
証
拠
調
の
手
続
、

　
　
実
務
講
座
、
　
＝
一
＝
九
頁
）
。

（
三
）
　
英
米
法
の
一
般
訴
訟
手
続
で
は
、
原
告
の
第
一
の
立
証
段
階
が
終
る
と
、
被
告
は
そ
の
不
成
功
を
理
由
に
所
謂
指
示
標
決
（
象
話
0
8
傷
く
。
「
佳
自
）

　
　
の
申
立
が
で
き
る
。
次
い
で
、
被
告
の
立
証
段
階
が
終
了
す
る
と
、
被
告
お
よ
び
原
告
は
こ
の
申
立
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
更
に
、
立
証
が
段

　
「
．
階
的
に
繰
返
さ
れ
た
後
も
、
最
後
に
、
双
方
共
、
こ
の
申
立
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
相
手
方
の
立
証
が
不
充
分
で
あ
る
の
で
、
合
理
人
の
間
に
意

　
　
見
の
相
違
が
な
い
程
に
、
　
一
方
に
決
定
的
で
あ
る
（
住
0
9
回
忌
①
ζ
o
づ
。
あ
δ
⑦
ユ
）
と
い
う
理
由
で
陪
審
の
審
理
に
付
さ
ず
に
、
自
己
に
有
利
な

　
　
評
決
の
指
示
を
求
め
る
申
立
で
あ
る
。
こ
の
申
立
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
陪
審
に
付
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
事
案
は
裁
判
官
の
手
で
終
結
す
る
。

　
　
（
o
ひ
q
●
9
．
U
o
三
ρ
　
甑
鋤
旨
Ω
ぴ
o
o
評
o
h
閃
Φ
岱
①
鑓
一
H
＝
ユ
ω
巳
。
口
0
5
こ
口
α
℃
円
o
o
o
α
ρ
希
》
お
N
Q
。
・
O
弓
・
①
お
＼
①
い
O
『
ロ
。
嵐
”
o
娼
．
9
什
こ
”
P

　
　
轟
ω
ミ
α
）
。
英
米
法
で
証
拠
提
出
責
任
（
9
N
α
Φ
昌
。
｛
胃
。
山
雪
ぎ
σ
q
o
〈
一
住
①
目
。
①
8
甘
α
σ
q
①
）
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
勿
論
、
陪
審
制
度
か
ら
来

　
　
る
特
殊
の
制
度
で
あ
る
が
、
　
こ
の
よ
う
な
効
果
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
①
ひ
q
．
o
や
≦
茜
ヨ
。
「
ρ
↓
「
＄
瓜
ω
ρ
ω
①
o
●
蛍
。
。
さ
N
お
切
＼
①
…

　
　
↓
o
鉾
σ
o
o
建
言
0
こ
●
き
轟
。
。
＼
の
…
】
≦
①
σ
q
⊆
凶
「
ρ
国
〈
鼠
。
昌
o
ρ
お
ミ
リ
”
b
・
一
隅
＼
N
脳
〉
σ
o
穽
噛
↓
≦
o
び
口
巳
。
づ
o
h
冒
o
o
抽
c
D
国
9
。
『
〈
．
い
・
国
●
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b
冒
●
蒔
①
＼
c
Q
）
。

（
四
）
　
相
手
方
の
立
証
が
早
く
な
さ
れ
れ
ば
こ
れ
を
も
勘
激
す
る
必
要
が
あ
る
（
証
拠
共
通
の
原
則
、
東
高
判
昭
二
七
、
二
、
一
高
刑
特
二
九
－
一
九
参

　
　
照
）
。
裁
判
所
は
裁
量
に
よ
り
職
権
で
証
拠
調
を
す
る
権
能
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
職
権
で
証
拠
調
の
な
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ゐ

　
　
の
点
に
つ
き
、
江
家
教
授
は
「
確
信
に
近
い
心
証
」
を
生
ず
る
ま
で
は
裁
判
所
は
職
権
に
よ
る
採
集
を
行
わ
な
い
と
い
わ
れ
る
（
江
家
、
前
掲
書

　
　
一
六
！
一
＝
頁
）
。
　
し
か
し
、
裁
判
所
が
職
権
で
証
拠
採
集
を
行
っ
た
に
し
て
も
違
法
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
五
）
　
平
野
、
「
公
判
手
続
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
七
・
三
三
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
検
察
官
の
立
証
段
階
で
裁
判
官
に
有
罪
の
印
象
を
与
え
て
し
ま
う

　
　
と
、
被
告
人
の
立
証
段
階
で
こ
れ
を
覆
す
の
が
難
か
し
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
平
野
教
授
は
こ
れ
に
対
し
て
、
実
質
的
な
反
証
は
「
こ
れ
を
ま

　
　
と
め
て
出
し
た
方
が
裁
判
官
に
は
つ
き
り
し
た
印
象
を
与
え
る
わ
け
で
必
ず
し
も
不
利
益
と
は
思
わ
れ
な
い
．
」
と
さ
れ
る
。
正
当
で
あ
る
。
英
米

　
　
法
で
も
、
こ
れ
を
園
粛
呈
8
σ
Φ
ひ
q
一
昌
と
し
て
「
刑
事
事
件
で
は
常
に
検
祭
宮
が
初
め
る
」
の
で
あ
る
。
（
o
ゆ
q
．
o
h
℃
ゴ
昼
ω
o
P
竃
9
昌
§
一
〇
h

　
　
旨
く
置
①
昌
o
ρ
お
ω
9
℃
℃
．
D
c
Q
＼
⑩
．
≦
「
一
一
一
ρ
い
9
≦
O
h
団
く
置
。
昌
。
Φ
貯
O
一
く
出
簿
昌
住
O
ユ
ヨ
貯
舜
Ω
一
〇
9
0
ω
①
ω
。
、
u
お
ω
o
。
●
や
謡
9
・
ω
o
ρ
二
）
Q

（
六
）
　
被
告
人
の
指
示
標
決
の
申
立
を
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
第
二
九
条
倒
は
、
無
罪
判
決
（
匂
＆
σ
q
ヨ
①
旨
。
胤
p
o
α
q
三
唱
巴
）
の
申
立
と
し
て
い
る
。

　
　
9
・
妻
・
ミ
玉
梓
ヨ
9
P
男
。
伽
①
『
巴
O
ユ
§
凶
日
巴
℃
8
8
畠
自
『
ρ
、
お
α
P
℃
や
N
O
ミ
9
0
ほ
一
Φ
一
兵
。
娼
・
9
什
こ
O
O
●
お
鉢
＼
0
・

（
七
）
　
連
邦
規
則
二
九
条
㈲
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
又
は
自
つ
か
ら
の
申
立
で
、
無
罪
判
決
の
記
載
を
命
ず
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一

　
　
般
に
、
被
告
は
、
こ
の
段
階
で
の
申
立
却
下
の
暇
疵
を
上
訴
で
争
う
に
は
、
以
後
、
自
己
の
立
証
を
止
め
る
必
要
が
あ
る
。
立
証
を
続
け
れ
ば
、

　
　
申
立
の
放
棄
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
o
h
・
乏
お
ヨ
。
邑
ρ
↓
『
Φ
餌
鉱
ω
ρ
ω
Φ
ρ
N
お
①
唄
b
o
玄
。
℃
o
や
9
け
・
博
℃
O
・
①
一
ミ
α
）
。

（
八
）
．
裁
判
所
が
職
権
に
よ
つ
て
証
拠
調
を
せ
ず
に
結
審
し
て
も
、
審
理
．
不
尽
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
。

（
九
）
　
一
八
九
〇
年
に
、
従
来
曖
味
に
用
い
ら
れ
た
英
米
法
の
挙
証
責
任
概
念
を
初
め
て
陪
審
説
得
責
任
と
証
拠
提
出
責
任
に
分
析
し
た
セ
イ
ヤ
ー

　
　
が
、
証
拠
提
出
責
任
を
U
ロ
昌
o
h
σ
q
o
凶
コ
o
q
h
o
「
妻
費
山
≦
律
『
①
＜
崔
①
昌
。
①
と
し
た
の
は
、
こ
れ
と
同
様
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
o
h
・
↓
び
錯
Φ
5

　
　
9
①
ぴ
二
吋
α
⑦
昌
o
h
窟
o
o
ひ
轟
＝
鋤
ほ
く
．
い
．
菊
．
O
．
紹
り
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（
一
〇
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
判
例
は
審
理
不
尽
を
認
め
る
見
解
を
示
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
一
、
今
一
歩
取
調
べ
れ
ば
有
罪
の
証
明
が
あ
る
と
思
わ

　
　
れ
る
の
に
無
罪
と
す
る
の
は
審
理
不
尽
で
あ
る
」
と
い
う
。
麻
薬
犯
忙
つ
い
て
q
D
、
東
高
判
昭
二
七
、
七
、
一
（
高
刑
集
五
、
七
、
＝
＝
）
、

　
　
②
、
東
高
耳
鎖
二
七
、
九
、
三
〇
（
高
卑
特
三
七
一
二
八
）
、
③
、
窃
盗
犯
に
つ
き
、
凍
高
二
三
二
六
、
六
、
七
（
高
刑
集
四
－
六
四
一
）
、
紛
、

、
　
横
領
罪
に
つ
き
、
仙
高
判
昭
二
七
、
八
、
二
九
（
高
田
特
二
丁
ー
一
六
三
）
。
　
特
に
ω
の
判
決
は
審
理
不
尽
に
、
よ
る
差
戻
後
の
下
級
審
で
、
検
察

　
　
官
が
裁
・
判
官
か
ら
立
証
を
促
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
他
に
立
証
な
し
と
述
べ
、
何
ら
新
た
な
証
拠
調
の
請
求
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

　
　
な
お
職
権
証
拠
調
を
す
べ
き
義
務
あ
り
と
し
て
、
審
理
不
尽
に
よ
る
破
棄
判
決
を
し
た
の
は
不
当
で
あ
る
と
思
う
。
職
権
に
よ
る
証
拠
調
の
義
務

　
　
を
認
め
る
の
は
例
外
的
な
場
合
に
限
る
べ
き
で
あ
る
へ
斉
藤
、
前
掲
書
、
三
六
一
九
頁
参
照
）
。

（
一
一
）
平
野
教
授
は
「
無
罪
の
推
定
」
が
あ
る
た
め
だ
と
さ
れ
る
（
平
野
、
公
判
手
続
、
前
掲
個
所
）
。
　
こ
こ
で
無
罪
の
判
決
を
す
る
の
は
、
ま
さ

　
　
に
「
従
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
従
う
」
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
裁
判
所
が
何
故
こ
の
疑
点
を
除
く
た
め
に
職
権
に
よ
つ

　
　
て
証
拠
調
を
せ
ず
、
　
訴
訟
を
結
審
で
き
る
か
と
い
う
説
明
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
　
こ
の
点
に
形
式
的
挙
証
責
任
の
意
義
を
認
め
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
。
同
旨
、
青
柳
、
前
掲
論
文
、
一
一
八
八
－
九
頁
、
同
、
前
掲
書
、
一
＝
頁
参
照
。

（
一
二
）
　
従
っ
て
、
註
（
一
〇
）
の
②
・
㈹
及
び
ω
の
判
決
が
、
検
事
が
立
証
を
尽
く
さ
な
い
と
き
は
、
そ
の
立
証
を
促
が
…
…
す
べ
き
で
あ
り
、
こ

　
　
の
点
で
審
理
不
尽
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
限
り
で
妥
当
で
あ
る
（
同
旨
、
斉
藤
、
前
掲
書
三
八
－
九
頁
、
な
お
、
長
島
、
前
掲
書
二

　
　
〇
九
三
1
－
四
頁
、
註
七
は
批
判
的
）
。
　
裁
判
所
は
形
式
的
挙
証
責
任
が
い
ず
れ
の
当
無
者
に
あ
る
か
に
よ
つ
て
、
か
か
る
釈
明
権
を
行
使
し
、
立

　
　
証
を
促
す
べ
き
義
．
務
が
あ
る
と
思
う
。

（
＝
二
）
　
英
米
法
の
証
拠
提
出
責
任
は
、
事
件
を
陪
審
に
付
す
べ
き
状
態
、
す
な
わ
ち
合
理
人
で
あ
れ
ば
犯
罪
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
見
解
の
分
れ
る

　
　
の
も
も
っ
と
も
だ
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
立
証
し
た
と
き
に
果
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
　
Φ
σ
Q
．
o
剛
●
〉
げ
。
什
ρ
↓
≦
o
σ
ξ
α
Φ
昌
o
h
胃
o
o
戸
。
戸

　
　
o
詫
”
b
℃
●
蒔
①
＼
c
。
甲
を
無
印
。
『
Φ
u
↓
目
8
二
。
D
o
り
ω
①
ρ
N
＃
c
。
ミ
。
。
’
な
お
、
9
L
≦
o
Z
9
⊆
σ
q
耳
o
P
切
ξ
畠
①
昌
o
h
勺
『
＆
g
ほ
o
p
o
h
国
く
凶
山
窪
8

　
　
…
》
閃
⊆
昌
〇
二
〇
P
o
h
9
切
ロ
a
Φ
口
o
h
勺
①
「
ω
轟
ω
δ
P
①
c
。
国
9
。
同
く
●
ピ
．
国
．
冒
℃
．
お
。
。
ω
お
P
も
っ
と
も
、
こ
の
基
準
は
陪
審
制
度
か
ら
来
る
も
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論　説

　
　
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
刑
訴
で
は
同
様
に
は
考
え
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

（
一
四
）
　
江
家
、
前
掲
書
、
一
七
t
八
頁
。
も
ち
ろ
ん
、
職
権
に
よ
る
証
拠
調
は
、
当
事
者
の
提
出
し
た
証
拠
以
外
に
も
証
拠
採
集
の
余
地
あ
る
場
合
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
に
限
る
と
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1

（一

ﾜ
）
平
野
・
翁
手
続
・
前
掲
個
所
・
「
一
応
の
立
証
」
で
雰
と
さ
れ
る
の
は
・
英
米
法
で
籔
響
の
法
律
的
説
示
事
項
た
る
証
拠
措
血
貝
仏

　
　
任
充
足
の
基
準
か
ら
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
前
註
（
三
）
参
照
）
・
し
か
し
・
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
、
陪
薫
度
の
な
い
わ
が
国
の
刑
訴
に
適
用
四

　
　
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

（
一
六
）
　
た
と
え
ば
、
平
場
、
改
訂
二
〇
八
頁
参
照
。
も
っ
と
も
英
米
法
で
は
、
当
事
者
が
証
拠
を
提
出
で
き
る
の
に
提
出
し
な
い
と
、
不
利
な
推
論

　
　
が
で
き
る
。
た
が
、
黙
秘
権
事
項
の
推
論
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
ず
、
又
、
被
告
人
に
は
証
人
資
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
（
9
毛
お
ヨ
。
吐
ρ

　
　
↓
聴
8
鉱
ω
ρ
ω
o
ρ
N
。
。
㎝
お
一
…
N
P
鳶
＼
ω
）
。
平
野
教
授
は
、
こ
の
点
も
考
慮
の
上
、
被
告
人
が
反
証
を
提
出
し
な
い
の
は
、
弁
論
で
は
な
く
、
証
拠

　
　
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
（
前
掲
、
三
四
頁
）
。
し
か
し
、
刑
訴
で
は
、
訴
訟
の
主
体
で
あ
る
被
告
人
の
消
極
的
態
度
を
以
て
積
極
的
な
証

　
　
拠
と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
立
法
論
で
も
慎
重
を
要
す
る
。
解
釈
論
と
し
て
は
支
持
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
る
い
は
、
事
実
認
定
の
客
観

　
　
的
な
担
保
は
「
一
応
の
立
証
」
で
充
分
で
あ
り
、
あ
と
は
第
一
審
の
裁
判
官
の
専
権
に
属
す
る
内
面
的
自
由
心
証
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
の

　
　
か
。
し
か
し
、
刑
訴
に
お
い
て
は
、
「
合
理
的
な
疑
を
容
れ
な
い
程
度
の
立
証
」
が
有
罪
の
客
観
的
旦
合
理
的
な
担
保
と
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ

　
　
き
で
あ
る
。
主
観
的
に
は
、
そ
れ
以
上
に
内
而
的
必
然
性
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
刑
訴
法
が
、
事
実
誤
認
を
控
訴
理
由
に
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な

　
　
意
味
を
含
む
（
同
旨
、
長
島
、
自
由
心
証
と
挙
証
責
任
、
前
掲
書
、
二
〇
九
七
一
八
、
二
一
〇
八
－
一
〇
頁
、
な
お
、
平
野
、
刑
訴
法
七
六
頁
、

　
　
団
藤
、
自
由
心
証
主
義
、
刑
事
法
講
座
、
一
一
二
七
頁
な
ど
参
照
）
。
　
そ
こ
で
、
か
か
る
立
証
の
な
い
限
り
、
被
告
人
は
何
ら
反
証
の
必
要
が
な

　
　
、
い
。
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
は
、
訴
追
過
程
で
は
、
こ
の
よ
う
に
作
用
す
る
。
従
っ
て
、
形
式
的
挙
証
責
任
は
、
か
か
る
実

　
　
体
的
事
実
判
断
と
の
関
係
に
お
い
て
で
な
く
、
立
証
過
程
が
尽
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
基
準
と
し
て
の
み
意
味
を
持
つ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
七
）
　
即
ち
、
こ
こ
で
の
確
信
も
「
合
理
的
な
疑
を
容
れ
な
い
程
度
の
立
証
」
を
客
観
的
な
担
保
と
し
て
い
る
が
、
な
お
、
立
証
過
程
に
お
け
る
確



　
信
で
あ
っ
て
、
立
証
過
程
が
尽
さ
れ
た
後
の
確
信
で
は
な
い
。
平
野
教
授
が
「
一
応
の
立
証
」
と
さ
れ
る
も
の
が
、
も
し
も
、
こ
の
意
味
に
解
さ

　
　
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
妥
当
で
あ
る
。

（
一
八
）
　
か
か
る
立
証
の
あ
る
限
り
、
主
観
的
に
も
原
則
と
し
て
有
罪
の
確
信
が
生
ず
る
。
被
告
人
の
反
証
の
な
い
の
は
、
訴
訟
が
そ
れ
以
上
進
展
す

　
　
る
可
能
性
を
失
う
と
い
う
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
か
か
る
立
証
の
な
い
限
り
、
他
方
に
お
い
て
、
被
告
人
の
反
証
も
な
く
訴
訟

　
　
が
進
展
の
可
能
性
を
失
っ
て
も
、
無
罪
の
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
。
有
罪
判
決
は
事
実
誤
認
と
し
て
破
棄
を
免
れ
な
い
。
又
、
こ
の
よ
う
に
、
訴

　
　
訟
を
あ
る
時
点
で
中
断
し
て
、
そ
こ
で
の
心
証
の
状
態
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
挙
証
責
任
の
充
足
基
準
に
つ
い
て
、
英
米
法
の
判
例
学
説
で
多
く

　
　
試
み
ら
れ
て
い
る
。
　
①
σ
q
い
o
h
↓
げ
◎
く
Φ
が
↓
ぴ
㊦
げ
¢
a
①
昌
o
h
℃
「
o
o
抽
。
℃
．
9
叶
こ
b
や
お
噂
ω
O
…
諺
ヨ
。
ω
〈
●
匡
二
σ
Q
ゴ
①
ω
（
o
惨
O
o
o
匹
Φ
、
ψ

　
　
O
器
①
ω
p
。
昌
α
ω
冨
ε
8
ω
o
昌
国
く
一
α
o
昌
8
g
。
》
お
α
P
b
．
喬
⑩
）
。

　
　
　
二
　
か
く
て
、
今
や
検
察
官
は
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
裁
判
所
を
確
信
せ
し
め
た
と
し
よ
う
。
既
に
第
一
の
段
階
で
現
実
に
検
察
官
に
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
こ
　

　
　
求
さ
れ
る
の
は
、
構
成
要
件
該
当
の
事
実
の
立
証
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
多
ズ
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
違
法
阻
却
事
由
、
責
任
阻
却
事
由
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
（
四
）

　
　
事
実
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
存
在
が
一
般
の
経
験
則
た
る
「
事
実
上
の
推
定
」
に
よ
っ
て
確
信
さ
れ
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ

　
　
て
被
告
人
は
、
そ
の
立
証
段
階
に
お
い
て
こ
れ
ち
の
確
信
を
覆
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
被
告
人
は
証
拠
を
提
出
し
確
信
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
れ
た
事
実
を
反
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
被
告
人
の
反
証
が
な
い
以
上
、
有
罪
の
判
決
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
被
告
入
に
形
式
的
挙
証
責
任
が
転
換
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
溶

　
　
否
定
す
る
。
転
換
す
る
と
い
う
見
解
に
は
挙
証
責
任
と
挙
証
作
用
の
混
同
が
あ
り
、
「
推
定
」
と
自
由
心
証
主
義
の
原
期
た
る
経
験
則
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
混
同
が
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
ぱ
既
に
犯
罪
事
実
に
つ
き
確
信
を
生
じ
、
被
告
入
は
単
に
こ
れ
に
対
し

説　
　
て
疑
を
生
す
る
程
度
の
反
証
を
挙
げ
れ
ば
足
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
様
に
「
確
信
」
と
い
っ
て
も
、
未
だ
反
証
な
ど
に
よ
っ
て
証
拠
調

論　
　
の
余
地
を
残
し
て
凝
憂
し
て
い
な
い
も
の
と
、
既
に
そ
の
余
地
も
な
く
凝
固
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
が
あ
り
え
よ
う
。
そ
の
差
異
は
何
を
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基
準
に
し
て
定
め
う
る
の
か
。
現
刑
訴
法
が
当
事
者
主
義
を
原
則
と
す
る
以
上
、
こ
れ
は
当
事
者
の
立
証
行
為
を
基
準
に
す
べ
き
で
あ
ろ

5
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
立
証
に
よ
っ
て
「
確
信
」
が
生
℃
て
も
、
そ
の
ま
ま
事
案
を
終
結
し
え
な
い
。
釈
明
権
を
行
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
、
被
告
人
の
立
証
行
為
を
促
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
、
立
証
を
促
が
し
て
も
被
告
人
が
反
証
を
提
出
し
て
証
拠
調
を
推
し
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

め
な
い
限
り
、
裁
判
所
の
「
確
信
」
獄
そ
こ
に
お
い
て
凝
固
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
従
っ
て
、
裁
判
所
は
審
理
を
続
行
す
る
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

性
が
な
い
と
し
て
結
審
し
、
有
罪
の
判
決
を
下
し
う
る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
に
立
証
を
促
す
べ
き
釈
明
義
務
を
生
じ
、
釈
明
の
結
果
、
反

証
が
な
け
れ
ば
結
審
し
て
も
審
理
不
尽
へ
職
権
証
拠
調
義
務
違
反
）
に
な
ら
な
い
の
は
、
被
告
人
に
形
式
的
挙
証
責
任
が
転
換
し
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
こ
　

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
被
告
人
が
反
証
に
成
功
す
れ
ば
、
再
び
検
察
官
の
立
証
段
階
と
な
る
。
裁
判
所
は
、
事
案
が
再
び
疑
わ
し
く
な
っ
た
と
し
て

検
察
官
の
立
証
を
促
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
証
拠
調
が
進
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
（
規
則
一
九
九
条
参
照
）
。

　
も
っ
と
も
、
そ
れ
で
は
犯
罪
事
実
以
外
の
す
べ
て
の
事
実
、
た
と
え
ば
情
状
や
刑
の
量
定
に
関
す
る
事
実
な
ど
に
つ
い
て
も
、
常
に
当

事
者
の
い
つ
れ
か
に
形
式
的
挙
証
責
任
が
あ
る
と
い
え
る
か
蒼
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
ろ
。
こ
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
じ

の
立
証
段
階
終
了
後
に
証
拠
調
を
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
一
定
の
条
件
の
下
に
、
裁
判
所
の
職
権
証
拠
調
義
務
を
認
む
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
メ
　
モ
　

あ
る
と
思
う
。
そ
の
限
り
で
、
当
事
者
の
形
式
的
挙
証
責
任
は
緩
和
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
素
述
は
い
わ
ば
証
拠
手
続
の
典
型
的
な
経
過
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
証
拠
調
の
順
序
が
必
ず
し
も
こ
の
順

序
で
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
随
所
で
職
権
に
よ
る
証
拠
調
の
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
各
事
項
あ
る
い
は
争
点
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ご
と
に
、
そ
の
存
否
が
争
わ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
根
．
本
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
妥
当
す
る
も
の
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

え
る
。
た
だ
、
職
権
に
よ
っ
て
権
能
と
し
て
証
拠
調
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
の
形
式
的
挙
証
責
任
も
そ
の
限
り
で
不
完
全
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

の
と
な
る
の
で
あ
る
。
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（
一
）
　
規
則
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
事
件
の
審
判
に
必
要
と
認
め
る
す
べ
て
の
証
拠
の
取
調
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
九
三
条
）
し
、
証
拠
調

　
　
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
検
察
官
が
請
求
し
た
証
拠
で
事
件
の
審
判
に
必
要
と
認
め
る
す
べ
て
の
も
の
を
取
調
べ
る
（
一
九
九
条
）
。
こ
こ
で
、
「
審

　
　
判
に
必
要
と
認
め
る
す
べ
て
の
証
拠
」
と
は
、
犯
罪
事
実
に
関
す
る
証
拠
と
解
す
べ
き
で
、
単
な
る
情
状
に
関
す
る
証
拠
は
こ
の
段
階
で
請
求
し

　
　
且
つ
取
調
べ
る
必
要
は
な
い
し
、
す
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
審
理
の
推
移
に
従
い
新
た
に
必
要
と
な
っ
た
証
拠
を
更
に
請
求
お
よ
び
取

　
　
調
べ
う
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
同
旨
、
横
川
、
刑
事
裁
判
の
実
際
、
五
一
干
、
，
四
頁
、
七
三
頁
、
萩
野
、
法
定
技
術
、
実
務
講
座
、
二
〇
九
頁
。

（
二
）
　
o
h
・
芝
茜
日
経
P
↓
①
茸
げ
o
o
∫
娼
・
鳶
。
。
脚
O
o
住
P
園
三
〇
N
①
し
，
ゆ
・
8
P
　
英
米
法
で
も
、
す
べ
て
の
証
拠
は
、
自
己
の
手
中
に
あ
っ
て

　
　
提
出
で
き
れ
ば
、
第
一
の
段
階
で
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
提
出
で
き
た
も
の
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
後
の
段
階
で
は
許
容
さ
れ

　
　
な
い
。

（
三
）
　
い
わ
ゆ
る
「
事
実
上
の
推
定
」
が
経
験
則
の
一
場
而
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
裁
判
所
の
自
由
心
証
に
よ
る
事
実
認
定
の
内
容
を
述
べ
て
い
る
に
過

　
　
ぎ
な
い
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
く
α
q
ピ
幻
O
ω
①
8
げ
①
機
σ
q
“
ω
ω
．
一
〇
〇
〇
お
ω
馴
O
い
≦
一
σ
q
B
O
厭
ρ
目
印
①
⇔
二
ω
①
一
ω
①
O
●
N
お
ご

　
　
ζ
9
σ
q
巳
け
ρ
国
く
己
①
づ
8
戸
一
。
。
ω
●
　
岩
松
、
経
験
則
論
、
民
訴
雑
1
、
九
一
一
〇
頁
、
兼
子
、
推
定
の
本
質
、
研
究
1
、
，
三
〇
〇
i
六
頁
。
　
長

　
　
島
、
自
白
心
証
主
義
．
と
挙
証
責
任
の
諸
問
題
、
前
掲
書
、
二
一
三
六
一
四
四
頁
参
照
。
最
近
の
判
例
で
は
、
事
実
上
の
推
定
を
認
め
た
例
が
多
い

　
　
（
田
中
、
証
拠
法
八
五
頁
以
下
参
照
）
。
　
た
と
え
ば
、
最
高
知
恩
二
三
、
八
、
五
、
刑
集
金
、
九
、
一
一
二
三
（
未
知
の
者
か
ら
財
物
を
抜
き
と

　
　
つ
て
隠
し
て
い
た
と
き
に
領
得
の
意
思
の
推
定
）
、
東
高
岡
昭
二
四
、
一
〇
、
八
、
東
高
吟
集
昭
二
四
、
一
〇
、
八
（
窃
盗
品
所
持
に
よ
る
窃
盗

　
　
の
推
定
）
、
福
高
判
昭
二
五
、
一
一
、
七
、
高
刑
集
三
、
四
、
五
四
〇
（
胸
部
の
認
識
を
以
て
竹
細
工
小
刀
で
突
刺
し
た
事
故
か
ら
殺
意
推
定
）
。

（
四
）
　
な
お
、
東
独
に
お
い
て
は
、
か
か
る
事
実
上
の
推
定
や
胃
一
日
9
。
－
壁
9
0
－
し
d
o
≦
①
一
ω
に
よ
る
蓋
然
性
に
よ
つ
て
裁
判
所
の
確
信
を
生
ず
る
と
い

　
　
う
こ
と
は
、
社
会
主
義
的
合
法
性
に
反
し
、
実
体
真
実
発
見
の
原
則
に
反
す
る
。
従
っ
て
廃
棄
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
＜
α
q
一
．

　
　
即
国
。
一
一
①
「
噸
田
三
α
q
o
切
Φ
ヨ
①
蒔
ロ
昌
σ
Q
①
5
碧
ヨ
℃
ユ
ヨ
㌣
冨
。
一
①
出
①
≦
①
凶
ω
り
Z
①
信
Φ
旨
ω
ぼ
N
り
一
④
㎝
9
ω
Q
e
・
＆
＼
㎝
P

（
五
）
　
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
大
多
数
の
州
が
、
こ
の
場
合
に
は
民
事
手
続
の
よ
う
な
訴
追
者
に
有
利
な
、
即
ち
有
罪
の
指
示
標
決
は
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あ
り
え
な
い
と
す
る
。
陪
審
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
o
h
．
≦
戯
ヨ
。
同
ρ
↓
「
o
羽
州
ω
や
ω
①
ρ
N
お
9
　
従
っ
て
、
被
告
人
は
自
己
に

　
　
不
利
な
指
示
標
決
を
避
け
る
意
味
で
の
証
拠
提
出
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
段
階
で
は
依
然
と
し
て
手
続
を
打
切
っ
て
陪
審
に
付

　
　
さ
れ
る
と
有
罪
判
決
を
受
け
る
惧
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
反
証
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
手
続
を
進
め
る
べ
き
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
云
え
る
ゆ

（
六
）
　
N
’
中
く
び
q
一
・
団
津
二
昌
α
q
り
国
N
℃
一
ω
i
①
㎝
凍
旧
わ
が
国
で
も
平
場
、
小
野
教
授
な
ど
。

（
七
）
　
閃
。
の
①
ヨ
σ
臼
σ
q
．
ω
ω
・
一
。
。
①
お
ご
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
は
形
式
的
挙
証
責
任
を
認
め
る
と
共
に
挙
証
作
用
の
概
念
を
考
え
て
い
る
。
な
お
、
＜
ひ
q
グ

　
　
ド
①
o
β
ず
①
同
9
b
d
O
≦
巴
ω
冨
段
・
し
り
G
の
●
一
ω
ミ
ω
●

（
八
）
　
こ
の
釈
明
義
務
の
不
履
行
は
い
わ
ゆ
る
審
理
不
尽
と
し
て
破
棄
琳
由
に
な
る
と
考
え
る
。
同
旨
、
斉
藤
、
前
掲
書
、
三
七
一
九
頁
。
小
野
博
士

　
　
が
「
新
刑
訴
の
基
盤
に
職
権
主
義
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
裁
判
所
の
審
理
不
尽
が
判
決
破
棄
の
理
由
に
な
る
松
拠
が
生
ず
る
。
こ
の
こ
と
は
当
事
者

　
　
の
形
式
的
挙
証
責
任
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
小
野
、
刑
雑
五
、
三
七
九
一
八
○
）
と
さ
れ
、
　
又
、
東
高
判
型
二
四
、
一
二
、
九
、
高
刑

　
　
特
一
〇
－
一
頁
を
引
用
し
て
、
「
心
神
喪
失
の
疑
い
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
点
に
つ
き
釈
明
し
な
い
で
判
決
に
お
い
て
こ
れ
を
否
定
し
た
と
．

　
　
き
は
、
審
理
不
尽
と
し
て
、
判
決
破
棄
の
理
由
と
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
被
告
人
の
挙
証
責
任
は
寛
和
さ
れ
る
」
　
（
小
野
、
刑
雑

　
　
三
、
一
六
四
）
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
れ
ば
正
当
で
あ
る
。

（
九
）
　
こ
こ
で
「
凝
固
」
と
は
裁
判
所
の
心
証
が
一
定
の
状
態
に
固
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
平
野
、
刑
訴
法
七
一
頁
参
照
）
。
　
こ
れ
は
裁
判

　
　
所
の
、
心
証
た
る
客
観
的
実
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
実
体
と
い
え
ど
も
、
当
事
者
の
立
証
活
動
を
媒
介
と
し
て
の
み
形
成
さ
れ
る
。
当
事
者

　
　
主
義
的
訴
訟
構
造
に
お
い
て
は
、
訴
訟
の
実
体
も
追
行
過
程
に
制
約
さ
れ
た
実
体
と
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
（
平
野
、
一
九
一
二
〇
頁
、
井

　
　
上
、
刑
訴
法
の
基
礎
八
七
1
九
一
頁
参
照
）
。
　
裁
判
所
の
実
体
が
訴
因
に
制
約
さ
れ
る
の
は
そ
の
適
例
で
あ
り
、
同
様
の
こ
と
は
立
証
に
つ
い
て
、

　
　
も
い
え
る
。
平
野
教
授
が
訴
因
で
は
立
証
よ
り
も
当
事
者
主
義
を
強
調
さ
れ
る
の
は
、
前
者
に
は
裁
判
所
の
釈
明
義
務
を
認
め
ず
、
後
者
に
は
ζ

　
　
れ
を
認
む
べ
き
と
解
し
う
る
限
り
で
正
当
で
あ
る
（
平
野
、
訴
因
概
説
、
法
曹
時
報
三
、
一
〇
六
頁
参
照
）
。

（
一
〇
）
　
ω
名
高
判
昭
二
五
、
一
一
、
一
六
高
刑
特
一
四
一
一
〇
八
は
「
新
刑
事
訴
訟
法
は
当
事
者
主
義
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
が
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